
~ト.^"'-.

吾府守

語九十五巷普穴読

経済学における理論と実践..…・…....・ H ・.....吉村達次 1 

1890年代論争にあらわれた

ロγ ア資本主義論の類型(1ト目 ……...・H ・-・田 中真晴 14 

零細専業農家の堆積構造・ ...・ H ・....… ・・・福 本 邦 行 39 

不働費計算・理論の史的考察 (2)・・ー………西 村 明 56 

昭 和 四 十 年 六 月

束郡大事鱈満署曾



(471) 39 

零細専業農家の堆積構造

福本邦行

まえが吉

経営耕地が 5反にも満た向極めて零細な農家の広範な存在(内地全農家の 3割以上〕

は我が国農業構造上のー特色をなしている。かかる零細農家は日本農業の4団幹をなすわ

けではないが，その去就を無視して田木農業の展望はあり得ない。零細農家の大部分は

家族の基幹的労働力が主と Lて兼業に，それも多くは雇われ兼業に従事す号第三種兼業

となっている。これは農民経営の下降分解の進展，家族労働力の自家農業からの引上げ

と賃労働への流出，実質的な農業離脱と賃労働者化過程の広範な進行壱意味する。しか

しそれが農家の完全離農につながる事例に乏しし治大な兼業農家の堆積をもたらした。

農民の農業離脱の不徹底性については，農家家族の所得形成の構造と，一般的賃金水準

ならびK賃金制度との関連において説明されなければならないであろう。 般に準家離

農は二つの場合に進行し得るo 第ーは家族の基幹的労働力の流出先での所得が流出以前

の農家所得を上廻る場合，第ーは家族員の単身離農の集積として挙家離農が実現される

ケースである。家族労働力的多就業寺前提として成立している目本の賃金水準と賃金制

度の下では，第ーの道は一般的に困難たらざるを得なし、。したがって農民の農業離脱は

原則として単身的流出形態号とらなければならないが，これまでのところ賃金水準は零

細層の家族労働力のすべて壱吸引し得る Vベノレに到達せず，これが設近の|高度経済成

長」下におけるおびただしい農家労働力の農外流出にもかかわらず，農家数の変化に乏

しいという結果壱もたらしたと思われる。

ところでかかるー般的傾向にもかかわらず，零細でしかも兼業を持たない農家も相当

数存在するo 勿論それは兼業農家に迄かに及ばず，農民分解の主流をなすものではないa

だがもし農家の兼業化が専業から出発して第一種兼業，更にそこから第二種兼業へとし、

う過程壱経Zものとすれば，そうして零細層では第二種兼業が 8劃(1962年〉とし、う圧

倒的多数を占めるほど兼業化が進展しているとすれば，そこでの専業農家は第三種兼業

に比しては無論，第一種兼業に比しても著しく減少しているはずである o しかし実際に

零細層では専業と第一種兼業との聞にさほどの差はない。これは零細専業の存在が何ら

かの特殊な理由に基づいていること，したがってその性格については特別の考察を要す

ることを示唆するものであろう。
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I 

r1960年世界農林業センサス」の「事後調査」は1955-6C年聞の農家の経営耕地階層

間，専兼業聞の移動3 ならびに農家の新設と廃止の情況，及びそれらの理由を示してい

るが，それによって最近展開された零細専業をめぐる種々の動きを辿れば，零細専業農

家の一般的性格を明らかにする手掛りとなろう。

「事後調査」によれば上記の期聞の農家総数，経営耕弛階層5・専兼業別農家数の変

化も，農家の階層間，専兼業間の移動，また新設と廃止の複雑な交錯の結果に他ならな

い。 55年の 5反未満専業のうち 60年にも同一階層の専業に留ったものも少くない。 し

かし過半数の農家はあるいは他階層k移行し，あるいは兼業化し，更にあるものは完全

に脱農した。また 60年の 5度未満専業rは5年間に他の形態の農家から転じたもの，

また新しく農家となったものが数多く含まれている。これらの交錯的な動きを， (1)専

業農家における階層閣の移動， (2)専兼業聞の移動， (3)脱農と新設に大別し，その各々

の零細専業農家数の変動に及ぼした影響から検討しよう。

(1) 55， 60の両年にわたって専業に留った農家について階層別に移動の模様をみると，

どの階層にも他階層へ上昇または下降したもの，他階層から上昇または下降してきたも

のがかなりの割合で混在していて，専業農家のすべての階層にわたって経営上昇と下降

の動きが交錯していることがわかる。この動きの階層的特徴壱みるため 1町までの階

層聞の境界を越える上昇と下降の動吉そ比較すると(表 1)， 5反の線ではそれを越える

表 l 階層間境界線を越えた農家数

階層間境界銀

蹟界線を越えて上昇したもの

境界線を越えて下降したもの

差

品1. 55， 60年とも専業であった農家について算出した。
2 例えば 3反未満から 5-7反層に移ったものがあれば. 3反，

5反の 2ケ所で数えられて 4、る。
3. 11960年世界林業センサス事後調査結果報告書」より算出。

上昇と下降の動きがほぼ均衡し，この線を越える上層の専業との聞の移動は 5反未満の

専業農家数にさしたる影響を与えていない。しかし 3反の線ではそれ壱越える下降が土

井を上廻り，ぞれが 3反未満層を増加J 3-5反層を減少させる方向に作用している。な

お 7反. 1町の線ではそれを越えて上昇するものが下降するものを超過している。

(2) 零細専業と兼業との間にも 5年間に激しい相互的移動があって，最近の全般的な
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兼業化傾向がその内部に複雑な動きを蔵しているととを示しているく表 2)。特に 3反未

満の専業から兼業化したものよりも，兼業を離脱し. 3反未満の専業となったものが多

しそこでは兼業との闘で専業の流入超過となっていることは注目される。 3-5反専

業と兼業との聞では兼業化が兼業離脱をよ廻れその聞の移動は専業農家の減少をもた

らしてし、る。

表 2 55-60年の零細専業農家数の変動

1 3反木満 13反 5反

専業農家総数 55年 1.311 1，(;85 

6C年 1.268 1.526 

増減 43 -159 

55. 6C年とも同じ階層の専業であったもの

55. 6C年とも専業で，その階層から他階層へ移ったもの 92 300 I 
55. 6C年とも専業で，他階層からその階層へ移ヮたもの 146 259 

差 54 -41 

55年その階層の専業で. 60年他階層の兼業となったもの 68 247 

6C年その階層の専業で. 55年他階層の兼業であったもの 130 218 

差 62 29 I 
55. 6C年とも岡階層で，専業から兼業化したもの 331 4R3 I 
55. 6C年とも同階層で，兼業から専業化したもの 402 414 

差 71 -69 

農家でなくなったもの 365 134 

農家にな勺たもの 135 114 

差 230 -20 

註「事佳調査結果報告書」より算出。

(3) 3反未満の専業から 5年間に「農家でなくなったものJは同期聞にその種の「農

家になヲたもの」より温かに多く， ιの問の移動は農家側の一方的な流出超過となって，

農家数減少の方向に作用してし、る。 3-5反の専業でもやはり「農家でな〈なっ士も

の」が「農家になったもの」を上廻っているが，その差はさしたるものではなしこの

層の専業を減少させる主要なノレートとなっていない。

つぎに零細専業農家数の変動をもたらした経路別に移動の理由号みよう。 55.60年と

も専業であった農家のなかで経営上昇と下降と L、う対極的な動きがすべての階層を貫い

ているが，それを子細に検討すると，階層によって二つの流れの重点に差異が認められ
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る。 5反未満では経営下降する農家が上昇する農家を上廻り，そこでほ専業が全体と L

て経営下降の道を辿っている。反対に 5反以上では経営上昇を推進する農家が優勢で，

全体として経営土井の動きが支配的である。つまり専業農家には対極的性格のものが混

在し，それが階層間移動の情況に反映しているのであるが，約5反の線壱境としていず

れか一方の動きが優勢となれほぼ階層別に性格が分かれるとし、う結果をもたらしてい

る。

とのような経営階層聞の移動の性格に関連して，移動の原因をなす経営耕地増減の理

由をみよう(表3)。耕地拡大の理由では，その動きが活i霊であった 5反 1町層の専業

表3 経営耕地面積増減理由別農家数構成比

6営模0年耕地の経規

経引営増耕加地し面た農積家が差 l 経営耕地面積が差引減少した農家

6専臼年兼業の

糧自給確保食壁正書また留1刷4その他
時間帯暗号 | そ の 他のためす たため めのためめ J 

専業 55.3 16.3 28.4 2.6 18.1 35.5 7.7 36.1 

3反未満 I 兼 47.9 21.7 30.4 2.4 18.2 16.4 7.5 8.6 46.9 

E 兼 58.6 6.7 23.7 1.0 12.6 14.0 22.9 8.8 40.7 

専業 38.1 36.4 25.5 4.2 16.1 21.9 9.9 47.9 

3反-5反 I 兼 42.9 30.8 26.3 2.7 14.8 12.1 8.1 9.4 52.9 

E 兼 53.4 16.8 29.8 1.2 10.7 14.0 20.4 8.5 45.2 

5反ー 7反|専業 124.91 52.21 22 6.61山 ||168101| 山|| 521 

7反ー llDJl専 業 114.41ω1 23.7 6.31 8.9 1 13.2 1 0.1 1 12 

註1. r (兼J r 1兼」はそれぞれ第一種謙業，第二種兼業を示す。(以下これと同じ〕
2 数字は「経営耕地面積が差引増加した農家J.同じく「減少した農家」のそれぞれ

の合計を 100とする構成地を示す。
3. r事佳調査結果報告書」より引用。

では「農産物の販売をふやすため」というのが過半数を占め. 7反-1町ではその率が

特に高しこの層での経営拡大の動きが闘品生臣農業発展へめ積極的意欲に基づくこと

がわかる。反対に経皆縮小の動きが優勢であった 5反未満では「白給食糧確保のため』

というのが最大の理由となっていて，そこでの経営拡大が農業経営それ自体の発展に士、I

してさほど積極的でない場合が多ししたがってそこからより一層の経営上昇に結びつ

く発展力に乏しし、ことを示唆している。

他方，耕地減少の理由ではもっとも多い「その他」を除けば. r労働力不足J r耕作

不便Jr生活資金」等が主なものである。このうち「労働力不足Jr生活資金Iはし、ずれ
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も農家主体の農業経営に対する消極的態度の表現であるが，これらの理由がいずれも零

細専業で高率となっていることは，零細専業にみられる経営落層の勤きを特徴づけるも

のであれ零細専業のかなりの部分の，耕すに労働力がなし耕地壱食いつぶL，ている

姿を映し出している。特に興味深いのは「労働力不足」を理由とするものが異様に高率

壱占めていることで，狭陸な耕地すら「労働力不足」を理由に縮小されている点は，零

細専業のあり方仁普通専業農家とよばれているものとかなり違ったもののあることを示

すものとして，その意義は重要である。

5反を境にみられる専業農家の対抗的性格は「農家経済調杏|の専兼業別集計"にも

現れている。表4は同じ経営耕地階層に属する専兼業の農家間に農業経営の構造ヒ著し

表 4 農家の経済指標 (1961年度〕

5 反 未 満 5反 1町

ド専業 I 兼 1 J[兼 |専業 I 兼 E 兼

3，80 I 4，77 I 4，93 I 5，10 I 5，70 I 5，83 

3，41 I 3，93 I 2，98 I 8，01 I 7，89 I 7，05 

2，624 I 2，653 I 1，424 I 4，567 I 3，933 I 2，942 

世帯員数

経営耕地面積

総農業労働時間

〔人〕

〔反〉

(時間〉

農業粗収益
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農業所得
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労働時間当物財費 〈円〉

労働時間当純生産 (，，) 

反当純生産 〈千円〉
トーー←一一
農産物貨幣化率 (0/，) 

農業国定資本

農家流通資産

世帯員 1人当農家所得(千円)1 

農業所得の家計費充足率(%)1 

ぢ14:1q:

JJEf:l 

66，2 

0，63 

36，9 

57，7 

33 

73，5 

1.37 

日山
88 

註昭和 36年度 l類型21]農家経慣調査報告」より作成ロ

し、差のあること壱示している。特に注目されるのは，岡じ経営耕地階層の第→種兼業と

の比較におけ 5専業農家のあり方である c 5反 1町では専業農家が投下労働最ボ多く，

1) 農家経済調査」では専兼業区分の蓋準が『包γ--IrP.、」と異なること!集計戸数が著Lく少な
くなる場合のあることなEに問題が残される。本論文では専兼業の区分について「農家経済調査」
に関連するものは「農家経済調査」の甚準に!その也一般には「セソサスjの区分に従う。
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耕地も広し、。しかし 5反未満では農業の経営規模を示す諸指標，耕地国積，経営費，農

業粗収益，農業所得，農産物の貨幣化率的等にお山、て専業が第一種兼業に劣っている。

また最近の投資動向では， 5反 1町層の専業が第二種兼業号引離して農業投資争推進

しているが， 5反未満では専業は農業離脱の進んでいる第二種兼業に近いテンポで農

業投資を進めているにすぎない〔表 5)。その投資意欲の減退は，農家流通資産に対する

表 5 農家経済の動向

5反 1町

専業[1 兼 i正兼 専業[1 兼[:n:兼

世帯 員 数 88 96 93 94 100 97 

総農業労働時間 84 96 78 94 95 90 

農業経営費 112 189 111 147 136 126 

農 業所得 108 168 93 122 128 106 

労働時間当物財費 135 201 146 157 113 112 

労働時間当純生産 128 172 119 130 134 118 

註 1 数字口昭和 34年度を基準とする昭和 36年度の指数を示す。
2 兼業農家については資料の闇保上それぞれの「勤務者のいる農家」につい

て示した。
3 昭和 34年度「専兼業別農家経済調査報告J，昭和 36年度「類型別農家経済

調査報告Jより算出。

農業固定資本比率の低さにも現れている。経営規模の零細性に加えて労働の資本装備の

低水準は零細専業の農業労働の生産性を極度に圧迫し，労働時間当り農業純生産は第二

種兼業にすら及ばず，その経営構造の弱体化iJi'顕著であるo また農業所得による家計費

充足率でも第一種兼業を下廻っても、る n 以ト李総合す:0~，零細専業農家は全体として

もはや経営としての発展的性格壱失って，零細層に堆積しつつあるようにみえる。しか

も零細専業は一般に農業を主な収入源"としているので，その所得水準は極めて低し階

層別，専兼業別に農家を区分すると，そのなかでもっとも低くなっているロ零細専業は

全体として現段階の日木農村の最底辺を構成しており，その存在がそれ自体の経済的安

定性に基づくものでないことは明らかである。これに対して 5反ー 1町層の専業農家は

2) rセγサス」によれば， 5反未満専業の半数近〈は「農摩物販莞額2万円未満J，約4~引は「農
産物販売額 2-10万円Jである。なお「農産物販売額2万円未満」の専業の 8割近くは経営耕地
5反未満である。

3) 現行の専兼業区分では家族の就業情況が重視されているので，貸家業を営む農家等も専業に分
類されることになる。 rセンサス」によると「農産物臨壱額2万円未満 lの専業には「醍当 地
代家賃など財産的収入のあるもの」の比率が，近畿ー東海の近郊地帯を中心に高くなってし唱。
しか Lそれも府県平均で4%に過ぎない。
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全体としてとにかく生産力的基礎を有しており，そこには経営発展の可能性が認められ

。。
なお 5反未満で第一種兼業が専業に比して概して経営の発展性ヒ富むことは， 3反未

満の第一種兼業からの経蛍上昇の動きが専業より活織で〔表的，また耕地拡大も「農産

物の肱売をふやすため」になされる場合の多いこと，また耕地縮小の際にも「労働力不

足Jr生活資金|などの理由でなされることの少いことなどにも現れている。

60年の零細専業には 5年聞に兼業から転じたものが少くなし、。しかし兼業離脱に際し

て，兼業従事者の家族構成上の地位によって農業経営への影響は大き〈相違する。そこ

で兼業を現在または将来の家族の基幹的労働力の兼業従事と，その他世帯員の兼業従事

とに区分すると，零細専業に転じたかつての兼業農家には「世帯主・あとつぎ」兼業で

あったものが多しそれが零細層での兼業離脱の主要な形態となっているく表7)。また

「事後調査」によると「位帯主・あとつぎ」兼業でなくなった零細農家の多くは専業化

し， rその他J兼業の形で兼業に留っている農家は少い。したがって一般的に「世帯主

あとつぎ」兼業でなくなった理由が明らかになれば，それは士たかなりの確かさで「世

表 6 55年の零細農家の 5年聞の変動 〔構成比)

55年の農業区分 I~ ~反未満 l 
専業 11 兼 1][ 兼専業 11 兼 1][ 兼

農家でなくなったもの 27.8 14.8 18.a 8.0 4.3 

経営耕地階層が同じもの 60.0 64.8 72.3 59.6 66.0 

下層に移行したもの 0.2 。‘1 0.2 12.8 11.1 

上層に移行したもの 12.0 20噌3 8.6 19.6 18.6 

スM、 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

註 l 例外規定の農家は必ずしも経営規模が零細とはいえないが，とこでは 3反
未満より下層とみなした。

2. r事後調査結果報告書」より引用。

5.2 

64.9 

17.4 

12.5 

100.0 

6C年の農
家区分

3反未満

3反-5反

|給付利苦境li吉増期
l:::|11:l;::|;::l:ロ

註1. 60竿の専業の 65年の状態を構成比で示す。
2. 事費調査結果報告書」より引用。
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帯主・あ正つぎj兼業から専業に転化した農家に闘しても妥当するとみてよし、。なお零

細層での「その他J兼業については事後調査」によるとそこからの「世帯主・あと

つぎ」兼業化と専業化の動きがそれぞれ反対の動き号上廻れとの種の兼業が分解しつ

つあるかのような外観を呈している。

「世帯主・あとつぎ」兼業でなくなった農家について世帯主・あ左つぎが兼業をやめ

た理由をみると(表 Bl， 5反以上では「自家農業に従事するため」とL寸農業経営に積

極的な理由が過半数を占めている。しかし 5反未満ではこの理由の占める割合が減少し，

「世帯員でなくなったので」とか「老齢・停年になったので」とし、った理由によるもの

が増加しれ、る。これらは農業経営と全く無関係k兼業をやめることを意味し，農業労

働力の犬幅な充実とは結びつかない。零細層で「世帯主・あとつぎ」兼業をやめる際多

〈みられるこれらの理由には，家族労働力の減少という点で共通性が認められる。それ

ばかりか実際に世帯員数の減少を伴う場合が多しまたそのなかでも「他出jによるも

のが少くなし、。い「れにせよ兼業から転化した零細専業には兼業労働力 この場合，

20.4 I 20.1 

15.9 I 12.9 

9.2 I 11.6 

8.6 I 8.9 

註 「事掩調査結果報告書Jより引用。

15.2 

13.1 

11.7 

10.5 

以上は兼業から零細専業に転じたものに関する結論であるが，これは専業農家のまま

で経営を縮小し，落層し行く農家についてもある程度妥当するとみられる。それ壱裏書

きするのはそこに見られた広範な「労働力不足」の訴えである。狭院な耕地すら「労働

力不足j のため，しかも兼業に従事 rることなしに縮小しなけ札ばならないというとと

は，自家農業での労働力の必要性増大のためというよりは，家族労働力の誠少，それも

基幹的労働力にも及ぶ減少によるものと考えなければならなし、。 r農家経済調査」にお

いても零細専業の世帯員減少は著しし通常農家を維持してゆくために必要と考えられ

る最低限度をも下廻るほどである九 世帯員数の極端に少い農家は零細層ぼど多いが，

4) 高知県下の実態調査で. 5反未満専業農家の平均世帯貝数が 1.6人であヮた例が報告されてL、
る。畳田尚，純農村地域における過剰人ロ，東畑精ー嗣「農村過剰人口論I259頁参照。
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表 9 専業率と少数世帯員

農家の比率 (1960年〉

|ー の比 率「鞍1-2人の の比率

3反未満I3反5反 3反未満I3反区

全府県 12.5 18.6 15.9 9.4 

東北 6.9 13.3 8.9 6.1 

関東 10.7 18.4 12.6 8.5 

北陸 7.4 10.1 13.2 7.8 

東山 10.5 18.4 15.3 9.4 

東海 7.8 13.0 12.3 7.4 

近畿 10.1 16.0 14.5 7.3 

中国 14.4 19.0 20.4 11.8 

四同 14.6 23.7 18.0 10.0 

九 州 19.3 28.0 20.4 13.1 

註1.数字は階層総農家に対する比率を示す。
2. f196()牛世界農林業セソサス農家詞査報

告書農家ー人口編ー」より草出。

その率の高い地方では零細層の専業率

も高〈怠るという関係がみられる(費

9)。

以上の諸点から判断すると，零細専

業農家の多くは，あるし、は直接基幹的

労働力を失うとと kより，あるいは後

継者号失ったままで推移L 世帯主の

老齢化，家族労働力の減少に伴って経

営縮小もしくは兼業離脱をはかった結

果，生じたものであわしたがって家

族構成も老人夫婦型や母子家庭型が多

いと考えられる"。

なお零細層における「その他J兼業

からの専業化傾向を指摘したが，これ

は世帯主ゃあとつぎが兼業k従事しな

い零細農家の家族構成が二三男 娘の

少いものとなってきたか，それとも彼等が就業と同時に他出するようになってきたかし、

ずれかの理由によるものであろう。

E 

このようにみると，零細専業農家の多くは家族労働力流出の産物であり，農家の農業

離脱の途上にある存在ということができるの。零細専業農家から過去 r5年間に農家で

なくなったもの」の比率は，同じ経営耕地階層に属する第二種兼業苦凌いでいるととは

(表 6).この事情を反映したものとみられる。我が固で広範に進展している農家兼業の

拡大深化の他に，部分的であるが家族の基幹的労働力の他出という過程壱経ることによ

っても，農民の農業離挽は進行している。あ E場合には家族の基幹的労働力が直接他出

したであろうし，他の場合には後継者の他出がやがて家族の基幹的労働力の不在という

結果をもたらしたであろう。いずれにせよ脱農的な零細専業は農業従事の家族を残G.

基幹的労働カが単身離村することによって牛じたものと考えιれるの

家族生活の共同性を犠牲にする基幹的労働力の単身離村も，一般に所与の条件下で家

5) 山晴春成「日本の畳業問題J142~3 買参照。
6) ここでは零細専業の脱設的性格を強調 J ているが， これは経営耕地の狭小な専業農家が一様に
農業離脱の過程を辿っていることを意床するものではなし、。
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族の経済状態を改善しようとする努力の表現に他ならなL、。その目的のため，離村者と

残された家族の聞には経済的なつながりが維持されよう。他出者からの送金はその一例

である九 このような場合，家族の基幹的労働力の単身離村も兼業農家と同じく家族の

多就業のー形態であり，事実上「外部に延長された兼業」としづ性格が強し、。残された

家族とのつながりを保ちながらなされるこの離村は，いわゆる「出稼ぎ的」性格そ帯び?

農家の農業離脱kいう点で極めヤ不徹底なもの左いわなければならない。

このような農業離脱の不徹底性は，農民の農業離脱が原則として単身型の流出でなけ

れば進行し得ないことに起因する。したがって基幹的労働力を他出させ，農家としての

実質壱半ば失いながら，なおかつ農業に頼らざるを得ない「農家」の存在は，零細兼業

農家の広範な滞留に伴う現象であり，農業離脱過程壱辿る農家の大部分が完全に離農し

得ないという形での我が国農民分解の不徹底な性格に由来するという点で，両者は共通

の基礎の上に立つものである。この意味で脱農的な零細専業農家は白木における農民の

農業離脱の一翼を構成している。これまでの検討を通じて零細層での第二種兼業と専業

との差が第二種兼業と第一種兼業との差よりむしろ小さし、と b寸場合がし、くつか見られ

たが，とれは何よりも実質的に第二種兼業に近い零細専業の性格によるものと考えられ

る。

農民の農業離脱がこのようにー見対照的ともし、うべき外観を呈しながら進展している

ことと関連して注目されるのは，零細専業農家の地域的偏在である。これは基幹的労働

力の離村を通ずる脱農が地域的条件に影響されると己ろが大きいことを示している。一

般に農家の基幹的労働力または後継者が経済的理由で他出を決意する際，基本的な判断

の資料は農村で予想される所得と，流出先で予想される所得であろう。もし後者が前者

を上廻れば離村が有利となる。離村した農家労働力が流出先で期待し得る所得には，多

くの段階があり得る。その限りでは農民のし、かなる階層からも基幹的労働)Jないしは後

継者の離村は可能であz。けれ Eも現実には農家出身者の多くは他産業kとヮて非熟練

者としての性格が強L、から，流出先でのその所得は少くとも流出直後は比較的低い水準

に平準化する傾向があるだろう。流出先で期待し得る所得の水準がこのようなものとす

れば，一般に在宅労樹の成来に乏しし所得水準の低い農家ほど，基幹的労働力や後継

者を離村に駆り立てる力を強く受けることになる。ことに在宅労働の成果が流出先で子

7) rセンサスj によれば農産物販売額の少い専業には仕送りを受けるものの比率が高い。 r農家
経済調査」でも零細専業の「被贈扶助等の収入」が比較的伏きL、が，零細層では農業経営に関
連する補助金などが少し 純粋の極醐扶助的なものの比重が高まっているなかて 零細専共の
「収入J額が大きくなっていることはこの種農家の櫨救岨者的性格を示すものだが，それには他
出者からの送金もあずかりているものと忠われる。昭和37年度「農家経済調査類型別農家経精
統計J1-2買事照。
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期し得る所得の最低水準にも達しない農家では，この力はそれだけ強し殆ど抵抗を許

さないものとなろう。したが勺て農家の基幹的労働力ないしは後継者の離村は，その相

当部分が当該労働力の在宅労働の成果の乏しさに，またその結果としての農家所得の箸

しい低位と農家経済の窮迫状態に起因するとみられる。

いうまでもなく一段と低い農家所得水準を条件づけるものは農業所得と兼業所得の同

時的低位である。市場的，白書た』包条件その他に恵主れず，農業生産力的発展に立遅れた

地方では農業所得か慨して低からざるを得ないであろう。兼業所得に関しては兼業機会

の有無が決定的であるo 雇オつれ兼業の機会は主に都市近郊に集中しているo 自営兼業は

極めて直雑な社会的自然的条件の下に成立しているものが多しその兼業機会を規定す

る条件については簡単に結論し得なL、。要するに労働市場や農産物市場に恵まれず，農

業生産の停滞的な後進地帯で，しかも自営兼業機会にも之しし、地域には，所得の一段と

低い農家が発生し易いと考えられる。 般仁辺境の，兼業機会にも乏しし、地方では多か

れ少かれ出稼ぎが行われるが，なかでも農業生産の発展の停滞的な地方では，家族の中

核部分の長期的な出稼ぎの多いことを特徴とする。このことはまたそれらの地域が日本

農村の最底辺を構成する低所得の農家の漏り場ともし、ろべぎ状態にあることを示Lてい

る。

これまで脱農的な零細専業農家における農業離脱の不徹底性を強調してきた。しかし

零細専業に関してこの性格のみを強調することは一面的に過ぎよう。これまでのデ タ

ポ示すように，零細専業の脱農事はかなり高しそこから相当顕著な完全離農の流れが

みられるからである。農業離脱の不徹底性を共通にするとはいえ，基幹的労働力の在宅

兼業の場合には兼業と自家農業が比較的両立し易し農業離脱を不徹底なままで推移す

ることがより容易であるのに対して，離村の場合には自家農業と他出先の職業を長期に

わたって両立させることは困難である。もし他出先への永住が選ばれれば，その農家は

早晩完全に農業を離脱することになる。一般に他出の動機から判断すると，帰村した際

に予想される額を上廻る所得が他出先でかなり安定的に確保できる見通しがあれば，他

出先、の永住が選ばれよう。日本の労働市場と賃金制度の特性から，若年で他出したも

のにはこのケースが比較的多いだろう自〉。 いずれにせよ基幹的労働力や後継者が他出先

への永住を決意した農家はもはや完全離農一歩手前の存在であり，現段階における最も

確実な脱農予備軍の一翼を構成するものである。零細専業の脱農事の高さ"にはかかる

8) 小林融ー「就業構造と農村過剰人口J367買参問。
9) 零細専業の脱農率が同じ経営耕地階層の第三種兼業を凌ぐことには 基幹的労働力の他出では
流出桂かなりたって漸く零細専業となるものが少くないPに対して，企宅兼業では労働力の農外
流出開始と同時に統計面に現れるといった技楠前理由も作用しているだろう。
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脱農予備軍の堆積が反映され亡し、る。

E 

最初にみたように零細専業農家は決して安定した存在ではなく， 60年の 5反未満専業

のうち55年にも同じ状態にあったものは半数にも満たない。新しく零細専業となったも

のには他の形態の農家から転じたものが多いが〈表 10)，その殆どは比較的限られた範囲

表10 60年の 5反未満専業の の農家から転1tしてきている。 こう Lて零細

55年における状態 (構成比〉 専業ヘ農家を送り出した農家層c1町未満の兼

60年の 5反未満専業農家 [100.0

41.4 
55年は専業 5反 1町 7.5 

55年は兼業 r~ 反未満 34.9 

5反 1町 6.5 

55年は上記以外の農家 0.8 

5年聞に農家になったもの 8.9 

業， 5反 1町の専業)， またその一部が零細

専業化した新設農家には零細専業の予備軍が含

まれており，それらは零細専業の流源川ともし、

うべき性格を帯びていると考えられる。かかる

零細専業の予備軍ないしは流源の性格を検討す

ることは，零細専業の将来の展望に寄与するだ

ろう。なおそれまでに零細専業の流源としての

註 l事後調企結果報告書」より算出。 兼業農家について若干検討しよう。一日に兼業

といっても，その内容によって農家経世，更には農家の将来に及ぼす影響が著しく相違

するとみられるからである。

一般に農家の兼業は雇われ兼業E自営兼業に，そうして前者を就業安定的な雇われ兼

業と就業不安定的な臨時的賃労働兼業とに大別できる。 60年の 5反未満農家で 5年間に

「世帯主・あとつぎ」兼業でなくなった農家の世帯主 あとつぎが従事しなくなった兼

業では，とれらがし、ずれもかなりの割合を占めているく衰 11)。このうち恒常的な雇われ

兼業をやめたものが高い比率を占めるのは当然ともいえる。この種兼業には従事者が多

しまたそれが自家農業と比較的両立し難いことから，兼業従事者の単身離家に至る可

能性もあるからである。注目されるのは，兼業離脱率や新し〈兼業化するものとの対比

において，むLろ農村滞留型の臨時的賃労働兼業や自営兼業からの兼業離脱の動きが相

対的に強いという点である。

農家の経済状態はその所得水準に集中的に表現されるが.表 12によると，零細専業

の流源をなす農家層は， r勤務者のいる農家」を除けばし、ずれも農村での最底辺たる零

細専業を凌ぐものの，全農家の平均値を大幅に下廻っし所得本準の低位がこれら農家

10) 零細専業の流ll(農家周といっても，その大半が零細専業となることを意味するわけでもなけれ
ぼ.そこから農業離脱を進める畳事の多くが脱農型の専業となることを意味するものでもなし、。
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表 11 G反未満農家の世帯主・あとつぎの兼業離脱情況

ドわれ兼業 [Ii[J品宣|役暗雲自兼自営業 吸耐血I 

5〔65年0年のに世農帯家主で・なあい上もつのぎはの含兼ま業なしつ A 5，961 

「世世帯帯主主 あとつぎざj 兼従業事でな〈〈 なづた農家
の ・あとつが しななった兼業 B 429 

向上構成比 30.9 

B/ A X100 7.2 

帯「世主帯主あ・あとつ従ぎJ事兼業になうった農家た兼の世
とつぎが す呂ょになり 業 C 970 

B-C  541 

註 I 数字は6C年に 5反未満であったものについて示す。
2. r 接調査結果報告書jより算出n

表 12 農家の所得水準と家族労働の所得形成力

9713，073 6，255 15，386 

181 421 522 1，390 

1.3 30.3 37.5 100.0 

18.6 13.7 3.8 9.0 

51 522 520 2，017 

131-101 2 1 -627 

(1961年度〉

5反 1町

90.5 

96.7 

54.0 

90.9 

65.5 

註1. r世帝員 1人当農家間得.J.同「可処分所得」はそれぞれの府県農家平均を基準とする
指数である。

2 労働時間当農外事業所得lょく農外事業収入ー農外事業支出〉十自営兼業労働時間で算
出した。

3 昭和36年度「類型別農家経簡調査報告」より算出。

層の共通的性格をなすことが示される。これら農家層の相当部分は今日の農村において

経済的にかなり劣悪な状態におかれてしもo これら農家のあるものは家族労働力号主と

して農業に投下し，またあるものは部分的に農業から引上げ，それを兼業に投じている。

しかし労働時間当りの所得は概して低(， ιれが所得水準の低位をもたらしている。た

だ自営兼業ほ労働時間当り所得が比較的大きしまた自営兼業農家の所得水準も割合高

いが，とれは自営兼業所得に財産所得的なものも含まれていること，自営兼業に格差が
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著しいなかには有刺なものもあることなどのためで，自営兼業一般が比較的有利であ

ることを意味するものではないu これら農家層におけ Z農業労働の所得形成カの低位は

何よりも経営の零細性に基づいている。したがってそれに対処する方策としての家族労

働力の部分的引上げは，労働力の低質化も加わって殆ど農業労働の効率壱高める効果を

生まなし、。また臨時的賃労働や零細な自営業が，資本集中の著しい現段階で一般に不利

な立場に追い込まれるのは自明である。

恒常的雇われ兼業を除〈零細専業の流源農家層の経済的不通が上記の理由によるもの

とすれば，それは必ずしも目新しい現象とはいえないだろう。しかしかつてはこうした

経済的不遇も現在ほど際立っていなかったように思われる。 5反 1町層一一一そこでは

専業ならびに農村滞留型兼業が大部分を占めていたと思わ札るーーの良家の労働も，都

市労働者に比して特に著し〈不利というものでもなかった。またこれら農家に対する上

層農家の優位性にもある限界が画されていた。農業労働が主として手の労働に依存する

段階では，経営規模同の生産力格差の拡大には一定の制約があったからである。かつて

は5反-)町程度の比較的零細な耕地，またそれと結合した農村滞留型の兼業も，この

階層の農家に一応の経済的「安定性」を付与することに貢献してきた。との層の農家が

日本農村で占める層の厚さ，またその相当長期的な漸増傾向はこの層の農家の「安定性」

壱示している。この層の農家が減少傾向に転ずるのは，満洲事変後の準軍事体制下，都

市の産業を先頭に経済が漸次活況に転ずる過程においてである。 5反未満の農村滞留型

兼業農家についてはそ札が戦前辿った動きを示す全国的統計がなしその経済状態を推

測し得ないが，全般的に 5反ー 1町層に及ばないと 1"，、え，それに近い状態のものもか

なりあったのではないだろうか。

これら農家の経済的地位を相対的に押下げ，不安定ならしめたものとして三つの事情

が作用した。一つは近年の農業技術の発展と結びっし、た経営規模聞の生産力格差の拡大

である。これは経首耕地の零細なとの種農家の向家農業をト層農家のそれに対してこれ

までにな〈不利な立場に追い込む己とになった。しかしこの種農家の経済的地位の低下

と動揺を決定的なものとした契機は農業と他産業の不均等発展，特に「高度経済成長」下

におけるその著しし、進展である。大企業における落大な設備投資骨軸として強行された

「高度経済成長Jは農工問，大企業と零細企業間に著しい不均等発展をもたらし，また

それに伴って特にその前半に賃金上昇の不均衡，賃金の二重構造の拡大をもたらしたが，

これらは恒常的雇われ兼業以外の零細専業の流源農家層にとってその所得向上の努力を

大きく減殺する作用を及ぼした。 r高度経済成長j下の所得上昇の一般的傾向にとり残

された乙の種農家の不安定な状態は，この種農家が所得水準において同じ経営耕地階層

の「勤務者のいる農家|に決定的に引離されているばかりか，自営兼業を除けば世帯員
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1人当り可処分所得で零細専業と殆ど差がなくなるという点じ端的に示されている。

勿論これら農家に所得水準を高める道が全く閉されているわけではなU九しかし家接

傍働の所得形成力の低位争規定している諸要因，零細耕地での専業経営，ないしは零細

経営と農村滞留型兼業の結合といった状態を脱却し，農業経営規模の大幅な拡大，もし

くは農業離脱の徹底化のいずれかの道を進まない限れこの種農家が所得水準壱大幅に

向上し得る見込みは之しい。しかもすべての農家に新しし、情勢に迅速に適比し得る条件

が整っているわけではないu 特に日本の労働市場の諾特性，賃金と雇用の二重構造，雇

用の閉鎖性等がそれに対する大きな障害をなしているものと思われる。かくて相当数の

農家が低所得型の就業状態を脱却し得ず， !l¥;し、所得水準を余儀なくされながら，部厚い

層巷なして広く農村に滞留することとなったのである。

零細専業の流源の一環を構成してし、る新設農家に関しては，その農業開始以前の状態，

農業開始の理由，ぞとに成立した農家の性格，及びこれらと専兼業の関連が明ιかにさ

れることが望ましも、。しかし「事後調査」は新設農家に関して専兼業別に表示していな

いので，ごく大まかな推定にとどめざる壱得なかった。

新設農家の約4分の 3は5反未満の零細農家であるが，新設零細農に占める専業の割

合は九州地方と関東地方で高( (表 13)， その性格の複雑さを示唆している。新設され

た零細専業農家の新設以甜の状態は明らかになし得ないが，地方日Ijに数字を比較すると，

ゴヒ日本の単作地帯壱除けば， 新設理日に占める 「以前から集落内に住んでいてはじめ

た」ものの比率の低い地方で，零細な新設農家の専業率が高いという傾向があるように

表 13 5反未満新設農家の専業率E新設理由の構成 (地方BI))

E反農未専家満業に新り占

新 設 理 白

l以官叩 ヵ ペ設比め率る 分家してにんでい てきてはじ合 計
はじめた めた

都府県 13.4 37.3 49.8 12.9 100.0 

東 北 4.8 36，2 53.3 10.5 100.0 

関 東 15，7 45，2 45.7 9.1 100.0 

北 陸 6.4 46.1 46.2 u 100.0 

東山・東海 11.0 43.9 39.8 16.3 100.0 

近 畿 9.5 35.5 58.2 6.3 100.0 
l 中 国 9.5 26.7 60.4 12.9 100.0 

四 国 10.2 37.4 50.3 12.3 100.0 

九 州 22.6 35.4 47.8 168 10口0

註 『事桂調査結果報告書」より算出。
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みえる。このことは「分家」したものや r他から移ってきたもの」は「以前から集落

内に住んでし、てはじめた」ものよりも専業となる割合が高いことを推測させる。

「分家」によって生まれた零細専業はフレア V 占な労働力を擁し，そとには経営発展

の可能性が認められる。 般に「分家」ヒよって新設された農家には比較的耕地面積の

広いものが多し 「分家」によって生じた零細専業も狭小とはし、え，他の場合よりも耕 l

地面積は大きいものと思われる o r他から移ってきてJ新設された零細専業については，

その地域的分布からみて，かつて「農家をやめてJ r他に移った」ものが再び帰農した

場合が含まれてし、るのではなかろうか。もしこれらの推測に誤りがなければ，新設の零

細専業のなかには一方に穣刺たる若夫婦型の経営が，他方には以前に「農家をやめてJ

離村した家族が，失業ないしは余生を故郷で送るため帰村し，再開した経営が比較的多

く含まれてし、ることになろう。

むすび

とれまでの検討によって兼業化と並んで少数ながら他出という形でも農家の基幹的労

働力の農業離脱が進七していることが明らかとなった。最近 l農家でなくなったものJ

Kは専業農家が少〈なし農家数変動に対して有するその苦議は軽視できないものがあ

z 。またこの種の脱農過程を歩む農家の地域的集中は，当該地方にかなり大幅な農家数

減少をもたらすこととなった。この事情は西日本，特に九州地方での最近の農家数減少

の有力な要因となっている。またこの傾向は今後当分持続するものと予想される。

零細専業伊ら完全離農に至る顕著な流れにもかかわらず. 55-60年の聞には零細専業

の総数はほぼ横這いの状態壱保っていたn ぞれは他の形態から零細専業に転化するかな

り活慢な動きがあったためである。 r高度経済成長」は多くの農家を所得上昇の勤きか

ら取残し，他方では世帯主・あとつぎをも含む農家労働力を大量に他産業に吸引した。

かくて基幹的労働力を失った農家が完全離農壱遂げつつあると同時に，少から阻農家が

基幹的労働力や後継者を他出させ，新たに基幹的労働力の他出を経る農業離脱の流れに

参加した。したがって家族の基幹的労働力を失い，農家としてばかりでなく，家族とし

ても半ば崩潰した「農家」は再生産されながら，農家の一類型として今後とも農村に堆

積し続けるものと思われる。なおこれら「農家」には老人家庭，母子家庭が多いとみら

れ，将来問題伯の可能性があるo

ところで 60年以降，農家の世帯主ゃあとつぎの顕著な流出にもかかわらず，零細専

業の減少は著しし、。これは零細専業から農家でなくなる動きだけでは説明しきれず，そ

こから活溌な兼業化の動ぎがあったとみなければならなし、。基幹的労働力の他出を経る

農業離脱の過程告歩みつツある農家も，乙じ数年ιれまでより兼業形態壱とるものが多
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くなったようにみえる。これら脱農的な専業農家にも比較的容易な兼業は人夫・日雇等

の臨時的賃労働もしくは内職であろう。失対労務者，雑役もしくは内職従事岩を兼ねた

老人夫婦型，母子家庭型の零細農家とし、うのが，この種農家の一典型ではないだろうか。

なおこうした動きは「高度経済成長」の一局面に現れた現象であり，基幹的労働力他出

型の「農家」が今後し、かなる姿態をとるかは，日本経済の全般的動向に大きく左右され

ょう。




